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1. 気候変動 

(1) 概要 

1) 気候変動とは 

 産業革命以降、人間活動による二酸化炭素等の温室効果を有するガス（温室効果ガス：

Greenhouse Gases、以下「GHG」）が大気中に大量に放出されており、これらのガスの大気中濃

度の上昇に伴い地球全体の平均気温が上昇する地球温暖化が起きています。 

 地球温暖化の進行は、異常気象や海面の上昇等の深刻な影響を引き起こす危険性があります。こ

のまま GHG 排出量が増大すれば、人々や生態系、社会にとって深刻かつ不可逆的な影響が生じる

可能性が高まります。 

 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第 5 次評価報告書では、このまま GHG が排出され続

ければ、世界の地上平均気温は 2100 年までに産業革命以前と比べて最大 4.8℃上がると予測され

ています。 

 

2) 気候変動に関連する国内外の動向 

 地球温暖化防止のための国際条約として、気候変動に関する国際連合枠組条約（気候変動枠組条

約）があります。この条約では、GHG の大気中濃度を自然の生態系や人類に危険な悪影響を及ぼ

さない水準で安定化させることを究極的な目的として掲げています。 

 この枠組み条約の下、2015 年 12 月に、産業革命以前に比べて、世界全体の平均気温の上昇を 2℃

より十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること、そのために、今世紀後半に

人為的な GHG 排出量を実質ゼロにすることを目標とした「パリ協定」が採択されました。 

 パリ協定では、すべての国が GHG 排出削減目標を中心とする「自国が決定する貢献（NDC）」を

５年ごとに提出・更新し、実施状況を報告し、レビューを受けることを義務付けています。我が

国では、中長期目標として 2030 年度に 2013 年度比 26％減、また、長期的目標として 2050 年ま

でに 80％減を目指すことを「地球温暖化対策計画」（2016 年 5 月 13 日閣議決定）で掲げていま

す。 

 2018 年 10 月には、IPCC が、気候変動の脅威への世界的な対応の強化と持続可能な発展及び貧困

撲滅への努力の文脈における、工業化以前の水準から 1.5℃の気温上昇による影響、リスク及びそ

れに対する適応、関連する GHG 排出経路、GHG 排出削減（緩和）等に関する特別報告書

（1.5℃特別報告書）
1
を公表しました。 

  

                                                   
1 IPCC, Global Warming of 1.5 ℃, an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-

industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global 

response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty (SR15)（IPCC ウ

ェブサイト 2019 年 3 月閲覧）https://www.ipcc.ch/sr15/ 

https://www.ipcc.ch/sr15/
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3) 気候変動の影響による災害、及び適応対策 

 近年では、温暖化の影響による災害の増加も問題となっています。異常気象による年間の経済損

失規模は 1980 年代の年間 500 億ドルから、過去 10 年間は年間 2,000 億ドル弱へと増加していま

す（世界銀行 2013 年報告書等2）。また、2016 年の報告書3では、自然災害による損失額は 5,200

億ドルに相当するとされています。  

 これらの、気候変動により生じる被害を回避・軽減するため、GHG 排出量を削減する「緩和」対

策のみならず、「適応」対策も重要となります。気候変動適応法（2018 年 6 月制定、12 月施行）

の下、気候変動適応計画（2018 年 11 月 27 日閣議決定）において、我が国の気候変動適応に関す

る施策の基本的方向性や、気候変動適応に関する分野別施策等が示されており、事業者による事

業に応じた適応の推進、適応ビジネスの推進が求められています。 

 

4) 低炭素経済への移行 

 パリ協定の採択以降、世界全体で、事業者や投資家を含む様々なステークホルダーによる、低炭

素経済への移行・脱炭素社会に向けた取組が急速に進んでいます。事業者を中心とした SBT

（Science Based Targets)や RE100 などのイニシアティブが進められており、気候変動への積極

的な対応、野心的な目標設定が奨励されています。今後、エネルギー・資源の需給や価格の変

動、化石燃料の使用に対する社会的な意識の高まり、GHG 排出規制の強化、及び産業構造の転換

など、さまざまな社会変化が起きる可能性があります。 

 気候変動対策のために GHG 排出量を削減しなければならない状況下において、規制等の強化によ

り化石燃料はエネルギー源として活用できなくなり、一部では、資産価値が失われる可能性があ

るとも言われています（座礁資産）。資産価値が失われてしまった場合、化石燃料関連の事業を行

っている事業者は減損処理を余儀なくされ、投資回収ができなくなる他、それらの事業に投資あ

るいは融資を行っている投資家や金融機関にも、資金回収ができなくなるリスクがあります。こ

のように、投資家や金融機関にとっては、投資先がリスク・リターンを考え、気候変動に対して

備えているか、また、機会をとらえようとしているかといった情報が重要となります。 

 事業者によるこれらの情報開示が重視されており、気候関連財務情報開示タスクフォース

（TCFD）4により、気候変動がもたらすリスク及び機会の財務的影響を把握し開示することを求

める最終報告書が出されました。TCFD の最終報告書は、多くの G20 諸国において、上場企業に

は財務報告（日本では、主に有価証券報告書を指す）の中で重要な情報を開示する法的義務があ

ることをふまえた上で、主要な年次財務報告の中で重要な気候関連財務情報を開示するよう求め

ています。事業者は環境問題としてだけでなく、経営の課題として気候変動問題を考えることが

求められています。 

                                                   
2 世界銀行（2013）「Building Resilience Integrating Climate and Disaster Risk into Development」、2013 年 11 月

18 日世界銀行プレスリリース「温暖化に伴い極端な天候による被害が続出」 

3 世界銀行（2016）「Unbreakable : building the resilience of the poor in the face of natural disasters」 

4 各国の中央銀行総裁および財務大臣により構成される金融安定理事会の作業部会として、投資家等の適切な投資判断

を促すために、事業者等による気候変動関連財務情報の開示を促すことを目的とし 2015 年に設置された。 
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5) 気候変動に関する問題が事業にどう関係するのか 

 TCFD の最終報告書5では、気候関連リスクと低炭素経済への移行はほとんどの経済部門や産業に

影響を及ぼすものであり、その移行に伴う変化には大きなリスクが伴うと同時に、気候変動の緩

和と適応策に重点を置く組織にとっては重要な機会を創出する、とされており、気候変動がもた

らす事業者のリスク・機会は以下のように整理されます。 

 まず、リスクについては、物理的リスクと移行リスクに分類されます。 

 物理的リスク：異常気象の激甚化等の急性リスク及び、降雨パターン変化や平均気温上昇、

海面上昇等の慢性的リスク 

 移行リスク：低炭素社会への移行に伴う政策・法規制の変化、技術の変化、市場の変化、評

判に係るリスク 

図表 1 気候変動に関する問題が事業に与えるリスク・機会の例 

 

（出所）気候関連財務情報開示タスクフォース（2017）「最終報告書 気候関連財務情報開示タスクフォースの勧告」

（サステナビリティ日本フォーラム訳）6表 1 及び表 2 より作成 

 

 

 

                                                   
5 気候関連財務情報開示タスクフォース（2017） 「最終報告書 気候関連財務情報開示タスクフォースの勧告」（サス

テナビリティ日本フォーラム訳） 

6 サステナビリティ日本フォーラムウェブサイト（2019 年 3 月閲覧）https://www.sustainability-fj.org/reference/ 

https://www.sustainability-fj.org/reference/
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 事業者が物理的リスク及び移行リスク、機会を考慮する際は主に以下に留意します。 

 物理的リスク 

 自社（及びグループ）の物理的リスクが高くない場合でも、サプライチェーン上の取引先

の物理的リスクが高い場合、影響を受けるおそれがあります。例えば、アウトソース先、

原料の調達先での大雨、洪水、干ばつなどの異常気象は、サプライチェーンの分断のリス

クがあり、自社の操業や競争力に影響を与える可能性があります。また、降水パターンの

変化などは農作物や水などの原料調達先での原料の収量に影響を与える可能性がありま

す。サプライチェーンは、国内にとどまらず海外に多様かつ複雑に広がっており、サプラ

イチェーン上の関連企業が多くなるほど、このような物理的リスクの影響を受ける可能性

が高くなります。 

 移行リスク 

 政策・法…GHG 排出規制の強化や炭素税、気候変動への適応を促進する政策など、変化し

続ける気候変動関連の政策への対応コストが生じる可能性があります。さらに、気候関連

の訴訟や法的リスクが高まる可能性があります。 

 技術…省エネ、低排出、エネルギー転換などへの設備投資、必要な技術開発など、低炭素

技術への移行にかかる短期的なコスト増も想定されます。さらに、低炭素技術への移行に

伴い既存技術が置換されるリスクも想定されます。また、対応の遅れが先々の急激な支出

をもたらす恐れもあります。 

 市場…市場が気候変動の影響を受ける多様かつ複雑である道筋を理解することが重要で

す。例えば、エネルギー資源に関する資産価値の変化に伴う原材料コストの変化による市

場評価は、企業の資金調達力に影響を及ぼす可能性があります。 

 評判…消費者選好の変化などにより、製品・サービスに対する評判が変化し、企業ブラン

ドへ影響を与え、市場が変化する可能性があります。また、消費者や事業者の環境意識の

高まりを受け、サプライチェーン上で、取引先からの影響を受ける可能性があります。例

えば、高い再エネ目標を掲げている取引先がサプライヤーに対して同様の取組を求める例

があります。 

 制度、技術、市場、産業構造等の変化に対応するためには、従来型の環境マネジメントの

延長（エネルギー原単位の〇％改善等）だけでは足りない可能性があり、ビジネスモデル

の変革が求められることがあります。 

 機会 

 資源効率…世界経済は拡大し人口が増加し続け、情報機器が普及し人々のライフスタイル

も変化する中で、エネルギー需要は増大しています。多くの業界では、電力や燃料などの

事業活動に関連するエネルギー消費が、最も大きな GHG 排出源となります。エネルギー価

格の変動は、事業コストに影響を与えます。工場やビル・建物の省エネルギー化を進める

ことは、コスト削減に有効です。また、原料、水、廃棄物の管理において、輸送手段や生

産・流通プロセスの効率化を図ることで操業コストを低減することができます。コストの

削減を通じた製品・サービスの提供は事業者の競争力の強化につながり、収益拡大の機会

をもたらします。 

 エネルギー源…再生可能エネルギーの活用など、より低排出なエネルギー源を使用するこ

とで、炭素価格上昇によるコストを抑えることができ、エネルギー調達で競争力を向上す

ることにつながる可能性があります。操業に必要なエネルギーを確保しつつ、GHG 排出量

の削減を達成することができます。また、再生可能エネルギーの活用等に取り組む企業は
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エネルギー転換促進策や、再生可能エネルギー等への融資に降り組むグリーンファイナン

ス等による支援によるビジネスチャンスの拡大の可能性があります。 

 製品・サービス…消費者が使う製品・サービスの低炭素化や新技術の活用は事業者の競争

力を向上する可能性があります。そのようなイノベーション力、技術力をもつ事業者にと

っては、新たな製品・サービスの提供によるビジネスチャンスが考えられます。また、起

こってしまう環境変化への対応として適応ビジネスによる新たな収益を得る可能性があり

ます。 

 市場…事業者にとって、気候変動問題への対策は、新市場開拓、新しい消費者ニーズへの

対応によるビジネチャンスとなる可能性があります。 

 強靭性（レジリエンス）…気候変動に対するレジリエンスは、事業者が気候変動の影響に

よる物理的リスク及び移行リスクへの対応能力を構築するとともに機会を捉えることに繋

がります。例えば、気候変動の影響による干ばつや洪水等の影響を受けやすい地域から調

達している原料の代替や原料の多様化により事業者及びサプライチェーンのレジリエンス

を強化することができます。 
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(2) 用語解説 

 カーボンバジェット（炭素予算）： 

人間活動を起源とする気候変動による地球の気温上昇を一定のレベルに抑える場合に想定される、

GHG の累積排出量（過去の排出量と将来の排出量の合計）の上限値をいう。⇒続き（EIC ネット）
7 

 座礁資産（stranded asset）： 

市場環境や社会環境の激変により、価値が大きく毀損する可能性のある資産のこと。⇒続き（EIC

ネット） 

 スコープ 1～3： 

GHG 排出量は、GHG 排出量の算定及び報告の国際基準（GHG プロトコル）に定義されているス

コープ 1～3 に分類される。スコープ 1 は、事業者が自社で直接的に排出する GHG 排出量（燃料

の燃焼、工業プロセス等）を表し、スコープ 2 は、他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴

い間接的に排出される GHG 排出量、スコープ 3 は、事業者の活動に関連する他社からのその他の

間接的な GHG 排出量を表す（スコープ 2 を除く）その他の間接的な GHG 排出量を表す。（環境

省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」

参照） 

⇒詳しく（サプライチェーン排出量に関する情報プラットフォーム） 

 ダイベストメント： 

気候変動問題との関連で注目されているダイベストメント（Divestment）とは、化石燃料産業や石

炭産業から、すでに投資している金融資産を引き揚げることによって投資の脱炭素化を図ることで

ある。本来ダイベストメントとは、投資（Investment）の対義語で、すでに投資している金融資産

を引き揚げることを意味する。その形式には、持株・自社事業売却に加え、融資引き揚げや停止も

含まれる。⇒続き（EIC ネット） 

 レジリエンス： 

防災分野や環境分野で想定外の事態に対し社会や組織が機能を速やかに回復する強靭さを意味す

る用語として使われるようになった概念。気候変動レジリエンスは、自然災害一般への対応に共

通する側面をもちながらも、特に地球温暖化に起因する環境変化への脆弱性の改善と中長期的な

順応的管理が重視されている。⇒続き（EIC ネット） 

 CDP： 

CDP（旧名称カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）とは、機関投資家が連携して運営す

る国際 NPO である。世界の事業者に対して、「気候変動」「ウォーター（水）」「フォレスト（森林）」

「サプライチェーン」に関する情報開示を求める質問書を送り、その回答を分析・評価してスコア

リングを公開している。CDP 気候変動は 2002 年から開始。上場企業を中心に、気候変動に関する

ガバナンス、リスク及び機会、排出量等について質問票を送付し回答を求めている。 

 GHG プロトコル： 

GHG 排出量の算定及び報告の世界的な事実上の標準（de facto standard）。持続可能な開発のため

の世界経済人会議（World Business Council for Sustainable and Development: WBCSD）及び世

界資源研究所（World Resource Institute: WRI）による主導の下、事業者や環境専門家、政府の専

門家等の複数の利害関係者の協力により作成された。 

                                                   
7 EIC ネット（（財）環境イノベーション情報機構）（2019 年 3 月閲覧） http://www.eic.or.jp/ 

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=4548
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=4548
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=4483
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=4483
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/index.html
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=4551
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=4525
http://www.eic.or.jp/
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 NDC（Nationally Determined Contribution）： 

2020 年以降の世界全体の GHG 排出削減目標達成に向けて、自国が決定した貢献。 

パリ協定批准前の「自国が決定する貢献案（INDC：intended nationally determined contribution）」

が原案となっている。 

2013 年 11 月にポーランド・ワルシャワで開催された気候変動枠組条約（UNFCCC）第 19 回締約

国会議（COP19）において、2015 年末にフランス・パリで開催される COP21 に先立ち、国連気候

変動枠組条約事務局に INDC を提出することがすべての国に求められた。各国は自主的に GHG の

排出削減目標、目標達成のための対策、適応策などを提出した。⇒続き（EIC ネット） 

 RE100： 

事業運営を 100％再生可能エネルギーで賄うことを目標とする国際イニシアティブである。⇒続き

（EIC ネット） 

環境省は行政機関として初となる「RE100 アンバサダー（RE100 を広めるための大使））」として

イニシアティブに参加している。 

 SBT イニシアティブ： 

SBT は、「Science-based Targets」の頭文字を取った略称で、日本語では「科学的根拠に基づく目

標」とも呼ばれている。SBT イニシアティブとは、事業者に対し「科学的根拠」に基づく「二酸化

炭素排出量削減目標」を立てることを求めるイニシアティブで、CDP、世界資源研究所（WRI）、

世界自然保護基金（WWF）、国連グローバル・コンパクト（UNGC）によって 2014 年 9 月に設立

され、この 4 団体が連携して事務局を務めている（2019 年 3 月末時点）。⇒続き（EIC ネット） 

 

 

  

http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=4472
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=4552
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=4552
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=4553
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(3) 報告事項ごとの記載の留意点 

1) 重要課題は何か？どのように特定したか？～認識の説明～ 

【報告事項】（環境報告ガイドライン 2018 年版 第 2 章 9．重要な環境課題の特定方法） 

□ 特定した環境課題を重要であると判断した理由 

 事業者は、自社による直接的な環境負荷だけでなく、事業活動による間接的な環境負荷を考慮す

ることが大切です。自社では把握していない、事業に関連した重大な排出量、エネルギー使用量

があるかもしれません。重要性を判断するにあたっては、バリューチェーンを通した視点が重要

となります。 

 気候変動問題は、バリューチェーン上で様々なリスク・機会をもたらす可能性があります。例え

ば、調達や流通段階において、原材料の調達コストの上昇や自然災害等による操業停止、温暖化

に関わる GHG 排出規制等の導入に伴う操業コストの上昇などの影響をもたらします。生産段階に

おいて、事業地域での GHG 排出規制などの政策動向は、エネルギーコストの変化、事業者の取組

に応じた競争力の変化などをもたらします。使用段階においては、低炭素経済への移行に伴う市

場の需要の変化、消費者の環境意識の高まりによる消費者選好の変化に伴う収益の増減、評判の

変化などの影響をもたらします。 

 事業活動を持続させるうえで、バリューチェーンのどこで排出量が発生しているのか、エネルギ

ー使用が必要となるのかを考慮し、自社の気候関連リスク・機会を評価することが重要です。 

 気候変動問題による影響は、不確実性を伴い、中長期的に顕在化する可能性があるので、重要性

の検討にあたっては、中長期的な視点で、事業活動に影響しうるリスク・機会を考慮することが

重要です。 

 

2) 重要課題へどのように対応するのか？～戦略の記述～ 

【報告事項】（環境報告ガイドライン 2018 年版 第 2 章 10．事業者の重要な環境課題） 

□ 取組方針・行動計画 

 気候変動問題を重要な環境課題であると判断した場合、事業者は、自社及びサプライチェーン上

で特定・評価されたリスク・機会に応じて、取組方針・行動計画を記載します。 

 策定にあたっては、我が国の気候変動問題への対応方針や対策を示している「地球温暖化対策計

画」や「気候変動適応計画」等を参考にすることができます。 

 業種、業態、事業規模によっては、シナリオ分析によって長期的な戦略の妥当性を検証すること

が重要となります（詳細解説「戦略（シナリオ分析）」を参照）。 

【参考となる報告事項】（環境報告ガイドライン 2018 年版 参考資料 1．気候変動） 

□ シナリオ分析 
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 気候変動問題は、国連「持続可能な開発目標（SDGs）」でも言及されており、持続可能なエネル

ギーの確保、強靭性（レジリエンス）のあるインフラの構築、気候変動による影響を軽減するこ

となどが目指されています。SDGs のターゲットの中から自社の事業活動と特に関わりが深い項

目を選び、取組方針・行動計画に活用することもできます。 

図表 2 気候変動と関連が深いと考えられる SDGs 2030年目標の例 
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3) 進捗管理と実績の報告～指標・目標～ 

【報告事項】（環境報告ガイドライン 2018 年版 第 2 章 10．事業者の重要な環境課題） 

□ 実績評価指標による取組目標と取組実績 

□ 実績評価指標の算定方法 

□ 実績評価指標の集計範囲 

□ リスク・機会による財務的影響が大きい場合は、それらの影響額と算定方法 

□ 報告事項に独立した第三者による保証が付与されている場合は、その保証報告書 

 取組方針・行動計画の進捗状況の進捗管理と実績報告のために、適切な実績評価指標を設定します。

取組の実施結果を実績評価指標で評価し、取組目標と対比し、取組方針・行動計画の進捗状況を説

明します。 

 以下に、実績評価指標の参考となる報告事項を例示し、留意点や一般的な算定例等を説明していま

すが、ビジネスモデル等、各社の特性に応じた実績評価指標を設定することが重要です。 

 

【参考となる報告事項】（環境報告ガイドライン 2018 年版 参考資料 1．気候変動） 

温室効果ガス排出 

□スコープ 1 排出量 

□スコープ 2 排出量 

□スコープ 3 排出量 

原単位 

□温室効果ガス排出原単位 

エネルギー使用 

□エネルギー使用量の内訳及び総エネルギー使用量 

□総エネルギー使用量に占める再生可能エネルギー使用量の割合 

ア 温室効果ガス排出 

(ア) 留意点 

 我が国の事業者や事業所には、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「温対法」）に基づく温

室効果ガス排出量算定・報告・公表制度（算定・報告・公表制度）やフロン類の使用の合理化及

び管理の適正化に関する法律（以下「フロン排出抑制法」）、一部の地方公共団体の条例に基づく

各制度等、法規制等に基づく算定・報告義務があります。 

 任意の仕組みである CSR 報告書等での環境報告では、合理的な方法であれば、どのような算定方

法を用いることも可能です。しかし、用いた算定方法によって算定される GHG 排出量は変わって

きますので、算定結果の開示とともに、算定方法を記載する必要があります。 
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 環境報告ガイドライン 2018 年版では、GHG 排出量の区分は、GHG プロトコルのスコープ別の

考え方を採用しました。これは、GHG プロトコルが GHG 排出量の算定ガイドラインとして世界

的な事実上の標準（de facto standard）となっているためです。算定方法についても、主に GHG

プロトコルを前提に解説し、必要に応じ温対法等の説明を加えています。 

図表 3 GHGプロトコルにおける GHG排出量の分類 

 

（注）「温対法での取扱」は、GHG プロトコルとの対比のための参考情報で、網羅的な記載ではありません。 

温対法での取扱の詳細は、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」ウェブサイト（https://ghg-

santeikohyo.env.go.jp/about）を御確認ください。 

【GHG 排出量の報告対象】 

 報告の対象となる GHG は、以下の通りです。 

 二酸化炭素 

 メタン 

 一酸化二窒素 

 代替フロン等 4 ガス（HFC：ハイドロフルオロカーボン、PFC：パーフルオロカーボン、

SF6：六ふっ化硫黄、NF3：三ふっ化窒素） 

  

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/about
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/about
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【GHG 排出量の算定の手順】 

 GHG プロトコルでは以下のような章立てとなっており、事業者がその GHG 排出量を算定する際

に参考とすべきステップが示されています。 

 第 1 章 GHG 算定及び報告の原則 

 第 2 章 ビジネスゴールとインベントリの設計 

 第 3 章 組織境界の設定 

 第 4 章 活動境界の設定 

 第 5 章 排出量の経時的な追跡 

 第 6 章 GHG 排出源の特定と排出量の計算 

 

①  ステップ 1 GHG 排出量の算定目的の設定 

 事業者がその GHG 排出量を算定する目的は、この後のステップで算定に含めるべき組織境界や活

動境界、算定に用いる排出係数等を検討する際に大きな影響を与えます。したがって事業者はま

ず、何のために GHG 排出量を算定するのかを明確化することが求められます。 

 環境報告ガイドラインでは環境報告がその目的となりますので、事業者は環境報告を利用するス

テークホルダーがどのような情報開示を求めているのかを自ら認識することが重要となります。 

 なお、我が国の事業者においては、環境報告以外にも以下のような目的が想定されます。 

 温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度やフロン排出抑制法、一部の地

方公共団体の条例に基づく各制度等、法規制等基づく算定・報告義務への対応 

 投資家や NGO 等のステークホルダーからの要求に応えるための、自主的な GHG 排出量

の情報開示（例えば、CDP 気候変動）、GHG 排出削減目標の設定（例えば、SBT イニシ

アティブ）やサプライチェーン排出量の可視化 

 

②  ステップ 2 組織境界の設定 

 設定された GHG 排出量算定の目的に合わせて、算定対象組織の範囲（組織境界）を設定します。 

 環境報告ガイドライン 2018 年版では、報告対象組織は、財務報告における連結財務諸表の対象組

織である事業者集団としています。 

 GHG プロトコルでは、以下に示す組織境界の設定方法に従って連結の GHG 排出量を算定し報告

することが求められています。その方法には、「出資比率アプローチ（equity share approach）」

と「支配力アプローチ（control approach）」のいずれかを用いることが求められています。さら

に支配力アプローチにおいて支配力を有するかどうかは、財務支配力（financial control）あるい

は経営支配力（operational control）のいずれかによって決定されます。 
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図表 4 出資比率アプローチと支配力アプローチ 

 
 

③  ステップ 3 活動境界の設定 

 設定された組織境界における、事業活動の境界を設定します。事業活動（活動境界）を明確化す

ることで、事業者は自ら管理する排出源からの直接排出量（スコープ 1）、他の事業者が所有また

は管理している排出源からの排出量（スコープ 2）及びその他の間接排出量（スコープ 3）を特定

することができます。 

 なお、自社と組織境界に含める子会社等との間で同一排出源を双方で算定対象とすることがない

ように注意が必要です。 

【スコープ 3 排出量について】 

 GHG プロトコルのスコープ 3 ガイドラインでは、事業者のスコープ 3 排出量について、以下の理

由から一部の活動を算定対象範囲から除外することも認めています。 

 排出量が小さくサプライチェーン排出量全体に与える影響が小さいもの 

 事業者が排出や排出削減に影響力を及ぼすことが難しいもの 

 排出量の算定に必要なデータの収集等が困難なもの 

 自ら設定した排出量算定の目的から見て不要なもの 

 温対法での特定輸送排出者が算定している、自社が荷主となる貨物の輸送に伴うエネルギー起源

CO2排出量は、スコープ 1 とスコープ 3 に分かれます。 

  



気-14 

 

図表 5 荷主による輸送排出量の分類の例 

 

（注）スコープ及びスコープ 3 カテゴリー分類の詳細は、「GHG プロトコル」ウェブサイト（http://ghgprotocol.org/）

を御確認ください。 

 

④ ステップ 4 排出源の特定 

 算定対象として特定された組織及び活動における GHG 排出源を特定します。 

 以下の分類に留意して、漏れがないように排出源を特定します。 

 固定施設による燃焼：ボイラー、炉、タービン、加熱器、焼却炉等の施設での燃料燃焼 

 移動・輸送手段による燃焼：自動車、トラック、鉄道、航空機及び船舶等での燃料燃焼 

 工業プロセスからの排出：物理的または化学的プロセスからの排出 

 漏えいによる排出：故意にあるいは意図しない GHG の漏出（例：電気機器からの SF6 の漏

出、チラーからのフロンの漏出） 

 

⑤ ステップ 5 GHG 排出量の算定方法の決定 

 ステップ 4 で特定された排出源ごとに、GHG 排出量の算定方法を決定します。 

 GHG 排出量の一般的な計算方法は、以下の通りです。 

＜燃料の燃焼に伴う CO2排出量＞ 

＝燃料使用量×燃料の単位発熱量×排出係数（燃料の単位発熱量あたりの炭素排出量）×44/12 

＜外部から供給された電力や熱の使用に伴う CO2排出量＞ 

＝外部から供給された電力や熱の使用量×排出係数 

＜燃料の燃焼以外の活動に伴う CO2排出量あるいは CO2以外の GHG 排出量＞※ 

＝活動量（×燃料の単位発熱量）×排出係数 

※ いろいろなケースが考えられるため、活動の種類ごとに算定式の確認が必要です。 
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 活動データの収集、排出係数の取得方法や GHG 排出量算定方法については、ステップ 6 も参照

してください。 

 

⑥ ステップ 6 活動データの収集と排出係数の選択と GHG 排出量の算定 

 ステップ 5 で決定された算定方法に基づき、GHG 排出量の算定に必要な活動量を収集し、排出係

数を選択します。 

【活動データの収集】 

 活動データの収集に際しては、データの入手可能性及び品質（正確性）を考慮し、最適な収集方

法を決定する必要があります。例えば、燃料や電気の使用量は燃料供給会社あるいは電力会社と

の取引記録（請求書等）から把握することができます。在庫が存在する固体燃料や液体燃料の使

用量については、保管場所の規模等により、購入量と払出量との間で差異が生じる場合がありま

す。その観点では、購入量よりも払出量から把握する方がより正確性が高いといえます。 

【気体燃料の使用量】 

 我が国においては、都市ガスのスコープ 1 に占める割合が大きくなっていますが、都市ガスの成

分、温度、圧力は日本全体で必ずしも一律ではありません。 

 標準状態を前提とする発熱量や排出係数を用いる場合、活動量を標準状態に換算する必要があり

ます。温対法においては、「計測時圧力又は計測時温度が求められない場合は、計測時体積を標準

状態体積の値」を用いることとなっていますので、契約ガス会社がウェブサイト等で公表してい

る標準状態体積の求め方について参考にすることができます。 

【単位発熱量】 

 環境報告では、合理的であれば、任意の単位発熱量を利用することができます。それぞれの事業

活動の実態に沿った精度の高い単位発熱量を用いることが望まれます。 

 スコープ 1 の算定において、燃料の使用に伴う CO2排出量は、燃料種ごとの単位発熱量と単位発

熱量あたりの CO2（あるいは炭素）排出量から計算するのが一般的です。その際に、燃料の発熱

量には「高位発熱量」と「低位発熱量」があるため注意が必要です。 

 燃料種ごとの単位発熱量と単位発熱量あたりの CO2（あるいは炭素）排出量を、同じ情報源から

入手し算定する場合には問題はありません。しかしながら、より正確性を高めるため燃料供給会

社から購入燃料の単位発熱量データを入手し、それに別の情報源から入手した CO2排出係数を用

いて CO2排出量を算定する場合など、両データのベースが「高位発熱量」か「低位発熱量」で揃

っていないと CO2排出量を正しく計算できないことになります。 

 例えば、海外の CO2排出量を計算する際によく用いられる IPCC ガイドライン8では、燃料の単

位発熱量、CO2排出係数ともに低位発熱量ベースで記載されています。これに対して温対法で用

いられているのは、燃料の単位発熱量、CO2排出係数ともに高位発熱量ベースです。 

                                                   
8 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories では、Volume 2 Energy の CHAPTER 1 TABLE 

1.2 に燃料の低位発熱量が、Volume 2 Energy の CHAPTER 2 Table 2.2-2.5 に低位発熱量あたりの CO2排出係数が掲載

されているため、これらの値を用いて排出係数を算出する必要があります。 
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【排出係数の選択】 

 環境報告では、合理的であれば、任意の排出係数を利用することができます。それぞれの事業活

動の実態に沿った精度の高い排出係数を用いることが望まれます。 

 燃料の組成に基づいた排出係数を燃料供給会社より入手したり、排出係数を実測して求めたりす

ることも可能ですが、温対法に基づいた係数や IPCC ガイドラインの排出係数、国際エネルギー

機関（International Energy Agency: IEA）が公表する国別の排出係数なども使うことができま

す。 

 スコープ 3 の排出係数は、「サプライチェーンを通じた組織の GHG 排出等の算定のための排出原

単位データベース」を利用することができます。 

 再生可能エネルギー由来の電力や熱の排出係数はゼロとみなします。 

【電力等二次エネルギー由来の排出係数（スコープ 2）】 

 電力等二次エネルギー（第三者から電力・熱・蒸気・冷熱を購入する場合）由来の CO2排出量算

定に用いた排出係数の出典等、情報利用者がどのように CO2排出量が算定されたかを理解するの

に必要な情報を記載します。ここでは、事業者での利用が多い電力に焦点を当てて説明します。 

 GHG プロトコルでは、系統または同じ市場の平均排出係数（ロケーション基準）と、選択して購

入した電力固有の排出係数（マーケット基準）の両方について、算定した CO2排出量を報告する

ことを事業者に推奨しています。グローバル拠点の排出係数としてよく利用される IEA の公表値

は、「ロケーション基準」、及び「マーケット基準」の中で正確性が最も低い「グリッド平均の排

出係数」に分類されています。 

 温対法では、電気事業者別排出係数一覧が公表されており9、ここで電気事業者（小売電気事業者

及び一般送配電事業者）各社の排出係数を入手することができます。電気事業者以外から供給さ

れる電気を使用している場合など、電気事業者別排出係数が利用できない場合は、個別の供給者

毎の排出係数が把握できる場合はその係数を用い、把握ができない場合は環境大臣及び経産大臣

が公表する代替値を用いて算定することができます。 

 マーケット基準排出係数については、得られない国・地域も多いことから、環境報告では、その

ような場合、系統または同じ市場の平均排出係数（ロケーション基準）を利用することも可能で

す。 

 なお、環境報告での国内の CO2排出量算定においては、ロケーション基準の場合、温対法での温

室効果ガス排出量算定用に公表される電気事業者別基礎排出係数の全国平均係数、マーケット基

準の場合は、電気事業者別調整後排出係数を利用する場合が多いですが、調整後排出係数は、省

エネ起源の J-クレジットや JCM によるクレジットの利用を含み（GHG プロトコルでは利用が認め

られていない）、また使用端の排出係数である（GHG プロトコルでは原則として送電端の排出係

数を使用）ことから、厳密には GHG プロトコルの定義とは異なるものであることを理解して、必

要に応じて注記等を行い利用することが望まれます。 

 年度の途中で供給事業者を切り替えた場合、切り替え時点から切り替え後の供給事業者の直近の

排出係数を使用します。 

                                                   
9 電気事業者別排出係数一覧 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc 

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc
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例）20X1 年 9 月 1 日に A 社から B 社に切り替た場合 

   ・20X1 年 4 月～20X1 年 8 月の購入電力量 ⇒ A 社の電気事業者別排出係数を使用 

   ・20X1 年 9 月～20X2 年 3 月の購入電力量 ⇒ B 社の電気事業者別排出係数を使用 

【GHG 排出量の算定】 

 収集された活動量データ及び選択された排出係数、また決定された算定方法に基づき、GHG 排出

量を算定します。 

 算定結果の開示とともに、算定方法を記載します。 

図表 6 GHG排出量算定の例 

 

 他人への電気又は熱の供給に係る排出量について、温対法では、原則として算定対象外となりま

す（電気事業の発電所又は熱供給事業の熱供給施設を設置している特定排出者除く）。売電量があ

る場合、売電量による排出量を控除した排出量を記載します。 一方で、GHG プロトコルでは、

自家発電による他人への電気に係る排出量は算定対象外とせずスコープ 1 排出量に含めて報告し

ます。加えて、任意の情報としてスコープ 1 排出量の内、自家発電による他人への電気に係る排

出量分が分かるように報告することもできます。 
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【クレジットの利用について】 

 事業者が設定する中長期 GHG 排出削減目標の達成に向け、GHG の排出削減のための対策のひと

つとして、GHG の排出削減量や吸収量を、クレジットとして国や民間組織が認証する制度等を使

用する場合は、その内容や削減量を記載します。 

 我が国及び世界には様々なクレジット制度が存在し、算定対象組織の所在地やクレジットの利用

目的等に応じて、適切なクレジットを選択することが必要となります。 

図表 7 クレジット制度の例 

 

 上記のクレジット（排出削減量）とは異なりますが、再エネや非化石価値を示す証書などもあり

ます。これらの証書を利用することで再生可能エネルギー利用促進などを対外的に示すことがで

きます。証書の中には、事業者の電力消費にともなう CO2排出量をオフセットしたりすることが

可能な証書もあります。 

図表 8 証書10の例 

 

                                                   
10 証書が発行された国・地域、すなわち証書発行の元となる再エネ発電が実施された国で、当該証書を利用することが

原則となります。 
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 なお、温対法の報告で調整後 GHG 排出量の調整において控除できるクレジットは現在のところ、

以下のとおりです。無効化11された国内認証排出削減量又は無効化された海外認証排出削減量を、

排出量から減算できます。 

 国内クレジット制度において認証されたクレジット 

 オフセット・クレジット制度（J-VER）において認証されたクレジット 

 グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量認証制度において認証をされた二酸化炭素の量 

 J-クレジット制度において認証されたクレジット 

 二国間クレジット制度（JCM）において認証されたクレジット 

 ただし、排出量から減算した結果の数値のみを排出量として表示することは、誤解を招きますの

で、実際の排出量、削減に使ったクレジット量、そしてクレジット量減算後の排出量をそれぞれ

記載します。 

  

                                                   
11 無効化とは、認証排出削減量を自らの温室効果ガスの排出の抑制の取り組みと評価することを目的として、移転がで

きない状態にすることを指す（「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル ver4.3.2」参照） 
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(イ) 一般的な計算例 

GHG 排出量（t-CO2e） 

＝エネルギー起源CO2排出量 

＋非エネルギー起源CO2排出量 

＋（メタン排出量×地球温暖化係数） 

＋（一酸化二窒素排出量×地球温暖化係数） 

＋（各種HFC類排出量×地球温暖化係数） 

＋（各種PFC類排出量×地球温暖化係数） 

＋（SF6排出量×地球温暖化係数） 

＋（NF3排出量×地球温暖化係数） 

（注1） GHG 排出量は、地球温暖化係数を用いて二酸化炭素量に換算し「t-CO2換算」、または「t-

CO2e」単位で記載します。ただし、CO2以外の GHG の排出量が僅少である場合には、CO2排

出量のみを記載することができます。 

（注2） 各種GHGの地球温暖化係数は、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」で定める値を参考に

することができます。 

 

エネルギー起源 CO2排出量 

CO2排出量（t-CO2） 

＝（燃料の種類ごとの燃料使用量×単位発熱量×排出係数×44/12） 

＋（他人から供給された電力量×単位電力量あたりの排出量） 

＋（他人から供給された熱使用量×単位熱量あたりの排出量） 

（注1） 非エネルギー起源CO2及びCO2以外のGHG排出量の算定方法は「温室効果ガス排出量算定・報告

マニュアル」（環境省、経済産業省）を参考にすることができます。 
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イ 原単位 

(ア) 留意点 

 排出量は事業活動量の変化（生産量の増減等）や事業構造の変化（事業分野の変化）等によって

も変化します。売上高や生産量等の適切な事業活動量の尺度により GHG 排出原単位（事業活動量

あたりの GHG 排出量、以下「原単位」）を算定して記載することで、事業者が取り組む GHG 排出

量の削減効果等を把握することができます。 

 原単位を報告することで、個々の事業者の排出原単位の時系列的な推移の確認ができるだけでな

く、事業者間比較を容易にすることもでき有用です。 

 

ウ エネルギー使用 

(ア) 留意点 

 エネルギー使用量は、事業活動に伴う電気及び各燃料等の種類別（kWh、kg 等）を把握し記載し

ます。 

 エネルギー資源として使用される燃料は、原材料等として投入される資源投入量とは異なるので

注意が必要です。 

 事業活動に伴って購入した電力や熱についても、エネルギー使用量を把握し記載します。 

 他人へ供給した電力又は熱について、それらを生み出すために投入されたエネルギーに係る排出

量について、温対法では原則として算定対象外となりますが、GHG プロトコルでは算定の対象と

なりますので、対応したエネルギー使用量の算定が必要です（ア「温室効果ガス排出」の（ア）

留意点 ⑥ステップ 6（GHG 排出量の算定）を参照）。 

 種類別に把握したエネルギー使用量を基に、「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則別

表第 1、別表第 2、別表第 3」に定められた熱量換算係数等を使用し、種類別発熱量を算出しま

す。この種類別発熱量の合計である総エネルギー使用量も記載します。 

 総エネルギー使用量に占める再生可能エネルギー使用量を他の電力や燃料とは区分して記載す

ることで、 総エネルギー使用量に占める再生可能エネルギーの割合を示すこともできます。 

 

(イ) 一般的な計算例 

総エネルギー使用量（GJ)  

＝Σ［各種エネルギーの年間使用量×エネルギーの種類ごとの換算係数］ 
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エ 排出削減のための個別対策導入による削減効果の評価について 

 GHG の排出削減のための個別対策の導入による削減効果を評価する方法については、対策の種類

によってさまざまな考え方がありますが、個々の対策の実態に即した合理的な方法により評価す

る必要があります。また、算定に用いた式と排出係数を合わせて記載し、算定根拠を明らかにす

ることが必要です。 

 例えば、対策前の排出量と対策後の排出量の差を求める方法の他、対策によって削減効果が見込

まれる期間に影響を受ける電源が想定できる場合には当該電源の排出係数を電気の削減量に乗じ

て算定する方法等があります。 

 ライフサイクルアセスメント（LCA）やカーボンフットプリント等により、製品・サービス等の

環境負荷を定量的に評価し、環境負荷の低減を行っている場合は実績や進捗を情報開示すること

も有用です。 
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(4) 参考になる実例 

実例１ 富士通株式会社 
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（出所）富士通株式会社「富士通グループ サステナビリティレポート 2018」  
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実例２ 株式会社日立製作所 
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（出所）株式会社日立製作所「日立 サステナビリティレポート 2018」  
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